
京都市建設局総合評価方式に係る自己採点方式試行要領 

 

１ 目的 

  本要領は、総合評価方式に係る技術資料の提出及び確認について、入札参加者・発注者

双方の事務作業の負担軽減及び入札から落札決定までの期間短縮を図るものである。 

 

２ 自己採点方式 

  自己採点方式は、総合評価の評価項目のうち客観的に評価を行うことが可能な項目（企

業の施工能力、災害協定、担い手の確保、配置予定技術者の能力等）について、入札参加

者が自ら採点した自己採点表を基に評価値を算定し、評価値が最も高い入札参加者（第１

順位者）のみの技術資料を確認し、落札決定するものである。 

 

３ 対象工事 

  建設局が発注する総合評価方式の特別簡易型による工事とする。 

 

４ 実施時期 

  令和７年５月１５日以降に入札公告を行う工事から実施する。 

 

５ 実施方法 

  自己採点方式の実施フローは、別紙１に示す。 

 ⑴ 自己採点表の作成及び提出について 

  ア 入札参加者は「自己採点表」の様式を、京都市入札情報館の入札公告が掲載されて

いるページからダウンロードする。（別紙２参照） 

  イ 「自己採点表」に商号又は名称、代表者名等の必要事項を入力のうえ、各評価項目

の自己採点を行い、自己採点欄に該当する評価点を選択する。（別紙３参照） 

  ウ 作成した「自己採点表」を、原則として電子入札システムで入札する際に添付して

提出する。 

 ⑵ 発注者による確認及び落札者の決定 

  ア 提出された「自己採点表」と「入札価格」をもとに入札参加者全員の評価値を算出

する。 

  イ 最も高い評価値の者（以下「第１順位者」という。）に対して、「技術資料」の提出

を求め、これを確認する。 

  ウ 自己採点表の得点に誤りがあった場合、以下の基準に従って評価値を決定する。

（別紙４参照） 

・過大評価（「自己採点表」を確認した結果、得点が下がる場合） 

発注者の確認結果による得点を採用する。 

・過小評価（「自己採点表」を確認した結果、得点が上がる場合） 



入札参加者の自己採点による得点を採用する。 

  エ ウによって評価値に変動があった場合でも、第１順位者が変わらない場合は、当該

入札者を落札候補者として決定する。第１順位者が変わる場合は、新たな第１順位

者の確認を行い、以降落札候補者が決定するまで繰り返す。 

  オ エで決定した落札候補者について、入札参加資格確認、低入札価格調査（該当する

落札候補者のみ）を行い、落札者を決定する。 

 

６ その他留意事項 

 ⑴ 各評価項目の自己採点については、当該工事の落札者決定基準に基づき該当する評

価点を選択すること。 

 ⑵ 自己採点方式では、原則として、提出された「自己採点表」等をもとに第１順位者と

なった者が提出した資料のみを確認し、次点以下の者については確認を行わないため、

落札決定後に公表する技術評価点、評価値及び入札参加者の順位は、自己採点による

数値をもとに算出したものである。 

 ⑶ 「自己採点表」を提出しない場合は、入札を無効とする。 

⑷ 「自己採点表」に自己採点の結果が選択されていない場合又はその他の理由により

評価点を確認できない場合は、該当する評価項目を評価しない。 

⑸ 「自己採点表」に故意により「技術資料」の内容と異なる選択をした場合は、入札参

加資格停止の措置を講じることがある。 

 

附則 

 この要領は、令和７年５月１５日から施行する。 



従来 自己採点方式

21開庁日 20開庁日

自己採点方式の実施フロー

1開庁日

1開庁日

1開庁日

20開庁日

（京都市） （入札参加者）

18開庁日

（標準日数）

入札公告

開札

（入札価格、自己採点表により、

入札参加者の評価値を算出）

第１順位者の

自己採点表・技術資料を確認

自己採点表の得点に

誤りがあり、かつ、

順位の変動があるか

落札候補者の確定

第１順位者が

技術資料を提出

入札

（自己採点表、入札参加資格

確認申請書等を電子添付）

入札参加資格の確認

落札結果の公表

（契約課内）

あり

なし

新たな第１順位者が

技術資料を提出

落札者の決定

落札結果の公表

（京都市入札情報館）

別紙１



（土木工事用）

商号又は名称

代表者氏名

　次の工事について、自己採点表を提出します。

　なお、提出します自己採点表については事実と相違ないことを誓約します。

番号 分類 評価基準 配点 評価結果

平均点が８０点以上の場合 2.0

平均点が７５点以上８０点未満の場合 1.0

平均点が７５点未満の場合 0.0

2.0 0.0
京都市と災害協定を締結している団体に
属している

1.0

上記に該当しない場合 0.0

完全週休２日を行う場合 1.0

上記に該当しない場合 0.0

次の実施内容を全て履行する場合
①事業者登録　　　　　下請企業のうち3者以上
②現場登録(管理者ID登録)　 受注した現場を登録
③技能者登録　　　　　３名以上
④就業履歴蓄積 　　　現場にカードリーダー等を
　　　　　　　　　　　　　　設置し、技能者の就業履
　　　　　　　　　　　　　　歴を３名以上蓄積

1.0

上記に該当しない場合 0.0

第1 第2 第3 第1 第2 第3

若手（４０歳以下）又は女性を登用する場合 1.0

上記に該当しない場合 0.0

第1 第2 第3 第1 第2 第3

資格取得から１０年以上の経験を有している 1.0

上記に該当しない場合 0.0

第1 第2 第3 第1 第2 第3

どちらかの年度に２０単位を取得した場合 1.0

上記に該当しない場合 0.0

2.0 0.0

ISO9001及びISO14001（又はKES）の両方を取得 2.0

ISO9001又はISO14001（又はKES）のいずれかを
取得

1.0

上記に該当しない場合 0.0

貢献度が７５％以上の場合 2.0

貢献度が５０%以上７５%未満の場合 1.0

貢献度が５０%未満の場合 0.0

10.0 0.0

12.0

100.0 100.0

112.0

注１）表内の黄色着色箇所について、当該工事の落札者決定基準に基づき、該当する評価点を選択すること。評価点を選択していない場合又は

　　　 その他の理由により評価点を確認できない場合は、該当する評価項目を評価しない。

注２）担い手の確保(3)については、最大3名まで提出することができるが、書類不備等により確認できなかった場合は、評価しない。

注３）配置予定技術者の能力(1)、(2)については、最大3名まで申請した場合、評価点の合計が最も低い者について評価する。

注４）「自己採点表」に故意により「技術資料」の内容と異なる記載をした場合は、入札参加停止の措置を講じる場合がある。

　工事名：（総合評価）○○○○工事

年　　月　　日

自　己　採　点　表

評価項目
自己採点
（入札者）

確認結果
（発注者）

１

企業の
施工能力

京都市市長部局が発注し、元請として受
注した工事（ただし、工事種別を「土木工
事」、「鋼構造物工事」及び「ＰＳＣ工事」
とする。）のうち、平成３０年度から令和６
年１０月３１日までに完成済みの工事成
績評定点の平均値

加算点小計：１ 0.0 0.0

２

災害協定 京都市との災害協定の締結

担い手の
確保

⑶

配置予定技術者（監理技術者、主
任技術者、現場代理人、担当技術
者のいずれか。）への若手（４０歳以
下）又は女性の登用状況

0.0 0.0

配置予定
技術者の

能力

⑴

⑵
建設キャリアアップシステムの利用
状況

⑴ 週休２日工事の取組状況

企業の社
会性・信

頼性

品質マネジメントシステム（ＩＳＯ９００
１）、環境マネジメントシステム（１４００１
（又はＫＥＳ））の取得状況

0.0 0.0

加算点小計：２ 0.0 0.0

技術評価点（加算点＋標準点）

配置予定技術者の１級土木施工管
理技士の資格取得状況

ＣＰＤＳにおいて、令和５年度又は
令和６年度に取得した１年間の各年
度の学習単位

⑵

⑴＋⑵の合計点の最も低い点数

加算点合計（加算点小計：１＋加算点小計：２）

標準点 100.0

地域貢献
（貢献度）＝
（市内１次下請総数）÷
（１次下請総数）×１００（％）

別紙２



（土木工事用）

商号又は名称

代表者氏名

　次の工事について、自己採点表を提出します。

　なお、提出します自己採点表については事実と相違ないことを誓約します。

番号 分類 評価基準 配点 評価結果

平均点が８０点以上の場合 2.0

平均点が７５点以上８０点未満の場合 1.0

平均点が７５点未満の場合 0.0

2.0 0.0
京都市と災害協定を締結している団体に
属している

1.0

上記に該当しない場合 0.0

完全週休２日を行う場合 1.0

上記に該当しない場合 0.0

次の実施内容を全て履行する場合
①事業者登録　　　　　下請企業のうち3者以上
②現場登録(管理者ID登録)　 受注した現場を登録
③技能者登録　　　　　３名以上
④就業履歴蓄積 　　　現場にカードリーダー等を
　　　　　　　　　　　　　　設置し、技能者の就業履
　　　　　　　　　　　　　　歴を３名以上蓄積

1.0

上記に該当しない場合 0.0

第1 第2 第3 第1 第2 第3

若手（４０歳以下）又は女性を登用する場合 1.0

上記に該当しない場合 0.0

第1 第2 第3 第1 第2 第3

資格取得から１０年以上の経験を有している 1.0

上記に該当しない場合 0.0

第1 第2 第3 第1 第2 第3

どちらかの年度に２０単位を取得した場合 1.0

上記に該当しない場合 0.0

2.0 0.0

ISO9001及びISO14001（又はKES）の両方を取得 2.0

ISO9001又はISO14001（又はKES）のいずれかを
取得

1.0

上記に該当しない場合 0.0

貢献度が７５％以上の場合 2.0

貢献度が５０%以上７５%未満の場合 1.0

貢献度が５０%未満の場合 0.0

10.0 0.0

12.0

100.0 100.0

112.0

注１）表内の黄色着色箇所について、当該工事の落札者決定基準に基づき、該当する評価点を選択すること。評価点を選択していない場合又は

　　　 その他の理由により評価点を確認できない場合は、該当する評価項目を評価しない。

注２）担い手の確保(3)については、最大3名まで提出することができるが、書類不備等により確認できなかった場合は、評価しない。

注３）配置予定技術者の能力(1)、(2)については、最大3名まで申請した場合、評価点の合計が最も低い者について評価する。

注４）「自己採点表」に故意により「技術資料」の内容と異なる記載をした場合は、入札参加停止の措置を講じる場合がある。

　工事名：（総合評価）○○○○工事

令和〇年　〇月　〇日

　○○株式会社

　○○　○○

自　己　採　点　表

評価項目
自己採点
（入札者）

確認結果
（発注者）

１

企業の
施工能力

京都市市長部局が発注し、元請として受
注した工事（ただし、工事種別を「土木工
事」、「鋼構造物工事」及び「ＰＳＣ工事」
とする。）のうち、平成３０年度から令和６
年１０月３１日までに完成済みの工事成
績評定点の平均値

加算点小計：１ 0.0 0.0

２

災害協定 京都市との災害協定の締結 1.0

⑵
建設キャリアアップシステムの利用
状況

1.0担い手の
確保

⑴ 週休２日工事の取組状況 1.0

⑶

配置予定技術者（監理技術者、主
任技術者、現場代理人、担当技術
者のいずれか。）への若手（４０歳以
下）又は女性の登用状況

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

1.0 0.0

配置予定
技術者の

能力

⑴
配置予定技術者の１級土木施工管
理技士の資格取得状況

2.0

⑵
ＣＰＤＳにおいて、令和５年度又は
令和６年度に取得した１年間の各年
度の学習単位 0.0 1.0 1.0

技術評価点（加算点＋標準点）

加算点小計：２ 9.0 0.0

加算点合計（加算点小計：１＋加算点小計：２）

標準点 100.0

地域貢献
（貢献度）＝
（市内１次下請総数）÷
（１次下請総数）×１００（％）

2.0

⑴＋⑵の合計点の最も低い点数 1.0 0.0

企業の社
会性・信

頼性

品質マネジメントシステム（ＩＳＯ９００
１）、環境マネジメントシステム（１４００１
（又はＫＥＳ））の取得状況

当該工事の

落札者決定基準を参考に

該当する評価点をプルダウ

ンから選択する。

複数（最大３名まで）の技術

者を配置予定者として申請し

た場合、評価点の合計が最も

低い者について評価する。

必要事項を記入

別紙３



（土木工事用）

商号又は名称

代表者氏名

　次の工事について、自己採点表を提出します。

　なお、提出します自己採点表については事実と相違ないことを誓約します。

番号 分類 評価基準 配点 評価結果

平均点が８０点以上の場合 2.0

平均点が７５点以上８０点未満の場合 1.0

平均点が７５点未満の場合 0.0

2.0 2.0
京都市と災害協定を締結している団体に
属している

1.0

上記に該当しない場合 0.0

完全週休２日を行う場合 1.0

上記に該当しない場合 0.0

次の実施内容を全て履行する場合
①事業者登録　　　　　下請企業のうち3者以上
②現場登録(管理者ID登録)　 受注した現場を登録
③技能者登録　　　　　３名以上
④就業履歴蓄積 　　　現場にカードリーダー等を
　　　　　　　　　　　　　　設置し、技能者の就業履
　　　　　　　　　　　　　　歴を３名以上蓄積

1.0

上記に該当しない場合 0.0

第1 第2 第3 第1 第2 第3

若手（４０歳以下）又は女性を登用する場合 1.0

上記に該当しない場合 0.0

第1 第2 第3 第1 第2 第3

資格取得から１０年以上の経験を有している 1.0

上記に該当しない場合 0.0

第1 第2 第3 第1 第2 第3

どちらかの年度に２０単位を取得した場合 1.0

上記に該当しない場合 0.0

2.0 1.0

ISO9001及びISO14001（又はKES）の両方を取得 2.0

ISO9001又はISO14001（又はKES）のいずれかを
取得

1.0

上記に該当しない場合 0.0

貢献度が７５％以上の場合 2.0

貢献度が５０%以上７５%未満の場合 1.0

貢献度が５０%未満の場合 0.0

10.0 8.0

12.0 10.0

100.0 100.0

112.0 110.0

注１）表内の黄色着色箇所について、当該工事の落札者決定基準に基づき、該当する評価点を選択すること。評価点を選択していない場合又は

　　　 その他の理由により評価点を確認できない場合は、該当する評価項目を評価しない。

注２）担い手の確保(3)については、最大3名まで提出することができるが、書類不備等により確認できなかった場合は、評価しない。

注３）配置予定技術者の能力(1)、(2)については、最大3名まで申請した場合、評価点の合計が最も低い者について評価する。

注４）「自己採点表」に故意により「技術資料」の内容と異なる記載をした場合は、入札参加停止の措置を講じる場合がある。

技術評価点（加算点＋標準点） 111.0

2.0 2.0

加算点合計（加算点小計：１＋加算点小計：２） 11.0

標準点 100.0

地域貢献
（貢献度）＝
（市内１次下請総数）÷
（１次下請総数）×１００（％）

加算点小計：２ 9.0 9.0

2.0

1.0

⑴＋⑵の合計点の最も低い点数 1.0 2.0

0.0

2.02.0 2.0

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

配置予定
技術者の

能力

⑴
配置予定技術者の１級土木施工管
理技士の資格取得状況

企業の社
会性・信

頼性

品質マネジメントシステム（ＩＳＯ９００
１）、環境マネジメントシステム（１４００１
（又はＫＥＳ））の取得状況

⑵
ＣＰＤＳにおいて、令和５年度又は
令和６年度に取得した１年間の各年
度の学習単位

1.0 1.0 0.0

1.0
1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 0.0

0.0

1.0 1.0

⑶

配置予定技術者（監理技術者、主
任技術者、現場代理人、担当技術
者のいずれか。）への若手（４０歳以
下）又は女性の登用状況

1.0 1.0 1.0

⑴ 週休２日工事の取組状況 1.0 1.0

1.0

2.0

加算点小計：１ 2.0 2.0

２

災害協定 京都市との災害協定の締結 1.0 1.0 1.0

1.0

⑵
建設キャリアアップシステムの利用
状況

1.0 1.0担い手の
確保

評価項目
自己採点
（入札者）

確認結果
（発注者）

１

企業の
施工能力

京都市市長部局が発注し、元請として受
注した工事（ただし、工事種別を「土木工
事」、「鋼構造物工事」及び「ＰＳＣ工事」
とする。）のうち、平成３０年度から令和６
年１０月３１日までに完成済みの工事成
績評定点の平均値

2.0 2.0

　工事名：（総合評価）○○○○工事

令和〇年　〇月　〇日

　○○株式会社

　○○　○○

自　己　採　点　表

過大評価の場合

発注者による確認の結果、

評価が下がる場合

自己採点：1.0点

確認結果：0.0点

評価結果：0.0点

過小評価の場合

発注者による確認の結果、

評価が上がる場合

自己採点：0.0点

確認結果：1.0点

評価結果：0.0点

別紙４


